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かき又はさくの構造の制限 

    

かき又はさく 

の構造の制限 

・ 道路、公園又は緑地に接する敷地境界線から１ｍ未満に設置するかき又はさ

くは、生垣あるいは透視性（透視率５０％以上）のフェンス・鉄柵等とし、ブ

ロック塀等これらに類するものは設置してはならない。 

  ただし、フェンス等の基礎に空洞ブロックを利用する場合は高さが、道路・

公園又は緑地の敷地高から０．６ｍ以下とする。 

  門塀については、高さが１．５ｍ以下で、長さが左右それぞれ２ｍ以下のも

のおよび、外観を重視したブロック塀で高さが１．４ｍ以下で長さが０．８ｍ

以下を最低６．０ｍ以上離して設置する場合はこの限りではない。 

なお、急勾配の道路に接している敷地については、道路側の土留め擁壁は堅

牢な構造（重力擁壁・石積・間知ブロック等）とし、フェンスの基礎等として

利用する空洞ブロックは、上側の道路高から０．６ｍを超えてはならない。 

 

（例）ネットフェンス 
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（例）パイプフェンス 
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（例）急勾配の道路に接した宅地の取扱い 
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（例）外観を重視したブロック塀 
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（注）１．木、アルミなどを材料とする塀については透視性が確保されれば認められますが、ブロック、

石などについては認められません。 

   ２．フェンス等までの高さが２ｍを越えると道路、公園又は緑地との敷地境界線から１ｍ以上離し

て設置しなければなりません。 



建建建建    築築築築    制制制制    限限限限    早早早早    見見見見    表表表表    
 

１０ 

例     示 ＡＡＡＡ地区地区地区地区    ＢＢＢＢ地区地区地区地区    ＣＣＣＣ地区地区地区地区    ＤＤＤＤ地区地区地区地区    ＥＥＥＥ地区地区地区地区    備  考 

住宅､共同住宅、寄宿舎、下宿 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、５０㎡以下かつ建築物の延べ面積の２

分の１未満のもの 
○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

店舗等の床面積が150㎡以下のもの ▲▲▲▲    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

店舗等の床面積が150㎡を超え500㎡以下のもの ▲▲▲▲    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

店舗等の床面積が500㎡を超え1500㎡以下のもの     ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

店舗等の床面積が1500㎡を超え3000㎡以下のもの         ○○○○    ○○○○    ○○○○    

店舗等の床面積が3000㎡を超えるもの             ○○○○    ○○○○    

▲：２階以下かつ業

種に制限あり 

事務所等の床面積が150㎡以下のもの     ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

事務所等の床面積が150㎡を超え500㎡以下のもの     ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

事務所等の床面積が500㎡を超え1500㎡以下のもの     ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    

事務所等の床面積が1500㎡を超え3000㎡以下のもの         ○○○○    ○○○○    ○○○○    

事務所等の床面積が3000㎡を超えるもの             ○○○○    ○○○○    

 

ホテル、旅館                      

ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等             ○○○○    ○○○○     

カラオケボックス等             ○○○○    ○○○○     

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、馬券・車券発売所等             ○○○○    ○○○○     

劇場、映画館、演芸場、観覧場                 ○○○○     

キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等                      

幼稚園、小学校、中学校、高等学校 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

大学、高等専門学校、専修学校等 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

図書館等 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

神社、寺院、教会等 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

病院 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

公衆浴場、診療所、保育所等 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

老人福祉センター、児童厚生施設等 ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○     

自動車教習所             ○○○○    ○○○○     

単独車庫（付属車庫を除く） ▲▲▲▲    ▲▲▲▲    ▲▲▲▲    ▲▲▲▲    ○○○○    
▲：2階以下300㎡

以下 

建築物付属自動車車庫 ▲▲▲▲１１１１    ▲▲▲▲２２２２    ▲▲▲▲２２２２    ▲▲▲▲２２２２    ○○○○    
▲1：2 階以下、3000

㎡ ▲２：２階以下 

倉庫業倉庫                 ○○○○     

畜舎（１５㎡を超えるもの）             ○○○○    ○○○○     

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で作業

場の床面積が５０㎡以下 
▲▲▲▲    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ▲2階以下 

危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場     ▲▲▲▲    ▲▲▲▲    ▲▲▲▲    ○○○○    

危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場                 ○○○○    

危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場                 ○○○○    

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場                     

▲：50㎡以下 

自動車修理工場     ▲▲▲▲    ▲▲▲▲    ▲▲▲▲    ○○○○    ▲：50㎡以下 

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が非常に少ない施設     ▲▲▲▲１１１１    ▲▲▲▲２２２２    ○○○○    ○○○○    

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が少ない施設                 ○○○○    

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量がやや多い施設                 ○○○○    

火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が多い施設                     

▲１：２階以下、

1500㎡以下 

▲２：3000㎡以下 

卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等 都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定がががが必要必要必要必要     

   

○ 建てられる用途 

 建てられない用途 

▲ 面積等制限あり 

※本表は建築基準法別表第二の概要であり、すべての制限について掲載したものでは

ありません。 



 １１ 

 
 

 

地区計画区域内で建築物等を新築・増改築などの行為を行う際には､次のような届出が必要

となります。 

①. 届出の必要な行為 

 土地の区画形質の変更 

 建築物の建築又は工作物の建設 

 建築物等の用途の変更 

 

②. 届出の時期及び届出先 

 時 期  工事着手日の 30 日前までに届出が必要です。 

         なお、建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前に届出てください。 

 届出先  知立市長（知立市都市整備部都市計画課） 

         〒472-8666 知立市広見三丁目１番地 

         ℡ ０５６６－８３－１１１１ 

③. 届出の内容 

・ 行為の種別  ・ 行為の場所  ・ 着手の予定日  ・ 完了予定日 

・ 設計又は施行方法 

 

④. 届出書等の様式 

 地区計画の区域内における行為の届出書････････････････････第１号様式 

 地区計画の区域内における行為の変更届出書････････････････第２号様式 

 地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書････第３号様式 

 同意書（現場立入調査のため）････････････････････････････第４号様式 

 地区計画の区域内における行為の着手届････････････････････第５号様式 

 地区計画の区域内における行為の完了届…･････････････…･･･第 6 号様式 

なお、第３号様式については、第１号様式の副本として取扱い受理後、審査適合の際

に適合通知書にかわるものです。 

 

⑤. 届出方法 

 第１号様式（正本）及び第３号様式（副本）、次に掲げる図面を各１部ずつ添付（第

４号様式の同意書も必要です。）してください。 

 変更届出については、第２号様式及び第３号様式（副本）に図面を各１部ずつ添付（第

４号様式の同意書も必要です。）してください。 

 第５号様式（着手届）については、工事着手日までに提出してください。 

 第 6 号様式（完了届）については、工事完了後 1 週間以内に提出してください。 

新築や増改築等の際の手続き 
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行 為 の 種 別 図   面 縮    尺 備    考 

土 地 の 区 画 形 質 変 更 

付 近 地 見 取 図 
 

方位、施行箇所 

配 置 図 １／１００以上 方位、地名、境界等 

縦 横 断 面 図 １／１００以上  

公 図 の 写 し 
 

 

土 地 使 用 承 諾 書 

 

建物所有者と土地所有者が

異なる場合は、添付 

建 築 物 の 建 築 

 

工 作 物 の 建 設 

 

建築物等の用途の変更 

付 近 地 見 取 図 
 

方位、施行箇所 

配 置 図 

（ 平 面 図 ） 
１／１００以上 方位、地名、境界等 

立 面 図 

各 階 平 面 図 
１／１００以上 方位、各室の壁の位置等 

外 構 図 

（ 断 面 図 ） 
１／１００以上  

パンフレット写し 
 フェンス等を設置する場合

は添付 

公 図 の 写 し 
 

 

全 部 事 項 証 明 書 

（登記簿）の写し 

 
 

同 意 書 
 

 

土 地 使 用 承 諾 書 

 

建物所有者と土地所有者が

異なる場合は、添付 

 

（注） １ 公図の写しには、登記地目、所有者を記載して下さい。  

    ２  外構図は、かき又はさくの構造（断面）等を表示する図面としてく

ださい。  

    ３  上記添付図面のほかにも必要があると思われる図面の提出を求める

ことがあります。  

添 付 図 面 
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事 前 相 談 

地区計画の行為の届出 

届 出 の 審 査 

工事に着手する日の 

30日前までに提出 

設計変更等の

勧    告 

地区計画に 

適合しないもの

適 合 通 知 書 の交 付 

 
 

地区計画区域内における 

行為に関する事務手続き手順 

建築確認の必要なもの 

建 築 確 認 申 請 
（ 建 築 基 準 法 第 ６ 条 ）  

地区計画適合

通知書の写し

を添付 

申 請 の 審 査 

地区計画に基づく行為を行う場合 

都

市

計

画

課

・
建

築

課 

建 築 確 認 

工 事 着 手 

愛

知

県

建

築

指

導

課

指

定

確

認

検

査

機

関 

行 為 の 着 手 届 の 提 出  

工 事 完 了 

 

都
市
計
画
課 

建築確認 

不要なもの 

設計変更 

工事完了後 1 週間

以内に提出 

行 為 の完 了 届 の提 出 

都
市
計
画
課 
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 提出先及び問い合わせ 
 

 地区計画等の内容に関して、ご相談がありましたら下記までお問合せ 

ください。 

 

 

 

  
    

地区計画に関すること 

      知立市役所 都市整備部都市計画課 都市企画係 

     電 話 ０５６６－８３－１１１１ 内線４１１・４１２ 

 ＦＡＸ ０５６６－８３－１１４１ 

〒４７２－８６６６ 知立市広見三丁目１番地 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

建築に関すること 

 
     知立市役所 建設部建築課 建築係 

 
     電 話 ０５６６－８３－１１１１ 内線４５６・４５７ 

 
 ＦＡＸ ０５６６－８３－１１４１ 

 
〒４７２－８６６６ 知立市広見三丁目１番地 
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